
枯草火災に注意！

秋の火災予防運動
１１月９日㊏～１１月１５日㊎
令和６年

守りたい  未来があるから  火の用心

秋の火災予防運動

◇ 令和６年度全国統一防火標語 ◇

空気が乾燥し、暖房器具の使用が増えてきます。一人ひとりの火災対策で身を守る
ことができます。火災を起こさないためにも暖房器具の使用前には清掃・点検を
お願いします。また、使用後には火の消し忘れにも注意しましょう。

近年、剪定枝を焼却している際の飛火や焼却後の残り火の不始末により、
枯草火災が増えています。
当消防本部管内でも、令和５年に１１件の枯草火災が発生しており、
空気が乾燥する時期には注意が必要です。
剪定枝を焼却する際には、十分に気を付けて焼却しましょう。

甲種防火管理新規講習会を開催します
この講習は、防火管理者の資格を取得しようとする者に対し、消防長が
資格を付与するために行う甲種防火管理講習です。

令和６年１２月４日（水）、５日（木）の２日間
午前８時４５分から午後４時５０分まで
　　　　　　　　　（最終日は午後３時）

日時及び定員

東山梨行政事務組合東山梨消防本部
（甲州市塩山西広門田３８５番地）

場　所

〇お問合せ
　東山梨消防本部予防課（０５５３－３２－５０２５）
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